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令和８年度緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練実施上の重点推進事項 

 

第１ 訓練全体に係る重点推進事項 

１ 基本的な考え方 

基本計画の改定内容を理解することに加え、今後発生が危惧される南海トラフ地震、首都直下 

地震及び日本海溝千島海溝周辺海溝型地震等の大規模災害、さらには、開催地で発生が予想され 

る災害において、被災都道府県の受援力強化及び緊急消防援助隊の連携力、技術力の向上を目的 

とした実践的かつ効果的な訓練を企画、実施する。 

 

２ ＰＤＣＡの強化 

これまでの訓練で明らかとなった課題を踏まえた訓練企画、訓練効果を最大限高めるための事 

前教育の実施等、訓練検討員と緊密に連携し、地域ブロック全体でＰＤＣＡサイクルを回すこと 

を重視した訓練を実施する。 

 

第２ 図上訓練及び部隊運用訓練に係る重点推進事項 

１ 受援計画に基づいた活動の展開と検証 

  ○ 大規模災害時、被災自治体は、多数の要請等の対応に追われ、人員が不足する中でも初期の段 

階から先を見越した必要な消防力を判断し、時機を逸することなく広域応援要請（都道府県内 

消防応援部隊、緊急消防援助隊、関係機関）を行う必要がある。 

○ また、被災状況、交通状況、ライフライン（電気・ガス・水道）等の情報を早期に収集するほ 

か、緊急消防援助隊等を円滑に受け入れ、その指揮を執り効果的な運用につなげる必要がある。 

○ これらを迅速かつ的確に実施するため、応援等の要請手順を確認するとともに、各都道府県 

及び各消防本部で定める受援計画の実効性を確認し、見直しを図ることに重点を置いた訓練を 

実施する。 

 

２ 陸路以外の選択肢を活用した部隊進出 

○ 離島や道路の途絶など、陸路により被災地に部隊進出できない場合を想定し、関係機関が保 

有する様々な輸送手段を活用した部隊進出訓練を実施する。 

 

○ 輸送に係る各種調整及び迅速な輸送体制の確立を目的として、図上訓練において、輸送調整 

を含めた訓練を実施する。 

 

３ 進出困難現場への部隊投入 

○ 道路狭隘や完全寸断等おいても、あらゆる手段を講じて迅速に部隊が進出し、継続的な活動 

を実施していく必要があるため、狭隘な道路への進出、重機による道路啓開、航空機や船舶を 

活用した人員・資機材の海路・空路進出の訓練を実施し、検証等を行う。 

なお、進出自体を目的化せず、進出後の効果的な活動にも重点を置いた訓練を実施する。 

 

 

 



 
４ 「第５期緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」（以下、「基 

本計画」という。）における新設部隊の検証 

○ 新設部隊について、「安全管理部隊、救急特別編成部隊、情報統括支援隊の活動モデル（初版） 

の送付について」（令和７年７月 29日付け消防広第 242号）に基づき、運用の検証及び推進・ 

定着を目的として、以下の訓練を実施する。 

  

情報統括支援隊  

・ 消防応援活動調整本部において、消防庁から配備された車両及び資機材を活用し、情報統括支 

援隊が指揮支援部隊長の情報収集及び管理を補佐する訓練を実施する。 

・ 訓練における評価を通じて、当該部隊の運用上の課題を抽出するとともに、指揮支援部隊長 

 の活動補佐に係る情報管理及び情報活用等の具体的な方法についての検証及び検討を行う。 

安全管理部隊   

・ 土砂・風水害や大規模火災特有の広範かつ環境（危険要因）が変化する現場での安全確保等、 

指揮隊単独では安全確保が困難な一定規模以上の活動現場において安全管理部隊を編成した訓 

練を実施する。 

・ 安全管理部隊は、指揮者により、明確に任務（部隊）指定を行うとともに、可能な限り活動隊 

との識別を図ること。 

救急特別編成部隊 

・ 災害種別は、病院機能を亡失した医療機関又は負傷者多数発生事案等とし、救急特別編成部隊 

自体の運用検証と併せ、編成の前提となる統括指揮支援隊と災害対策本部や DMAT等の調整結果 

を踏まえた明確な任務指定と必要部隊数等の指定、都道府県大隊の救急隊分割判断等、編成ス 

キームにも重点を置いた訓練を実施する。 

 

５ 航空運用調整班や航空指揮本部、航空指揮支援隊等の連携強化 

  ○ 大規模災害時には、複数の航空機等を対象とした効果的な運用と安全運航を確保するための 

膨大な調整が必要となる。このことから、災害対策本部（航空運用調整班）を中心に関係機関も 

含めた複合的な調整が可能な体制を構築した上で、航空指揮本部、航空指揮支援隊と連携し 

た訓練を実施する。 

○ また、場外離着陸場における地上隊の支援、無人航空機との飛行調整や空中散水時の地上隊 

の退避指示など、航空及び陸上部隊相互の安全を確保する必要があるため、航空運用調整班と 

消防応援活動調整本部間の連携に重点を置いた訓練を実施する。 

○ 具体的には、航空受援計画等に基づき航空運用調整班及び航空指揮本部を設け、航空運用調 

整班は任務の一元管理、消防応援活動調整本部も含めた各関係機関との調整、航空指揮本部へ 

の任務付与等の訓練を実施する。 

※ 航空運用調整班は、関係機関の参画を得て、可能な限り航空受援計画等で定める体制とす 

ること。 

○ 航空指揮本部及び航空指揮支援隊は、活動調整、安全管理、航空運用調整班等への活動状況の 

適時の報告等の訓練を実施する。 

○ 本項目の評価については、航空運用調整班及び航空指揮本部の連携に重点を置き、両側から 

評価を実施すること。 



 
６ デジタルを活用した情報共有体制の強化 

  ○ デジタルを活用して、消防庁、都道府県災害対策本部（消防応援活動調整本部含む。）、市町村 

災害対策本部（指揮本部含む。）及び災害現場（活動隊）間での情報共有体制を強化し、効果的 

な部隊運用を図ることを目的として、以下具体的な訓練を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 後方支援活動能力の強化 

  ○ 過酷な環境下においても緊急消防援助隊が継続的に最大限の能力を発揮できるよう、厳冬期 

や酷暑期を想定した後方支援活動訓練を実施する。 

○ 宿営訓練においては、着衣の乾燥所など追加で必要となるエリアの設定や、強風下を想定し 

たレイアウトについて検討し、実施する。 

○ 宿営地だけでなく、部隊運用訓練の現場に休息所を設けるなど、過酷な環境下でも隊員が継 

続的に質の高い活動を行えるよう、後方支援活動を実施する。 

○ 女性職員の派遣に備え、女性専用スペースの確保やプライバシーに配慮したレイアウト等、 

考慮事項について検討し、派遣環境の整備を図る。 

○ 訓練を通じて各都道府県で定める後方支援活動要領等の検証を行い、見直しにつなげること 

で一層の体制強化を図る。 

 

第３ 訓練実施上の留意事項 

１ 訓練全体に係る留意事項             別紙１ 

２ 図上訓練及び部隊運用訓練に係る留意事項     別紙２ 

・緊急消防援助隊動態情報システム  

消防庁、都道府県、消防本部間において、緊急消防援助隊の活動に必要な情報共有を実施 

※参照 緊急消防援助隊動態情報システム（DJS）の活用促進に向けた運用の変更について（令和 

７年３月 28日付 消防広第 94号） 

（例：各部隊の動態情報から部隊配置や活動方針の決定、支援情報掲示板での情報共有等） 

・Web会議システム 

移動時間の削減や Web会議システムを効果的に活用した訓練の実施 

（例：本部間の常時接続、活動調整会議等） 

・無人航空機（ドローン） 

人が入れない場所の状況確認、安全確保、被災現場の視覚的な把握に有効なドローンを活用した 

訓練や緊急用務空域における調整手順の確認を実施 

（例：検索範囲や活動方針の決定、危険要因の把握、活動隊の継続安全監視等） 

・映像伝送装置、映像共有システム 

現場のライブ映像が共有可能である２つのシステムを活用した訓練の実施 

（例：現場のライブ映像を各本部へ共有、消防団、都道府県、消防本部での映像の共有等） 

・新総合防災情報システム（SOBO-WEB） 

広域的な被害情報の収集・管理、他機関の情報が閲覧可能である新総合防災情報システムを活用 

した訓練を実施 

（例：活動方針や部隊配置に係る広域的な被害情報の収集、他機関の活動状況の収集） 



別紙１ 
 訓練全体に係る留意事項（ＰＤＣＡの強化） 

 

訓練企画・運営（訓練企画側都道府県及び消防本部等） 

○ 訓練実施前 

・過去の災害又は開催地で発生が予測される災害を想定した訓練を企画、実施すること。 

・訓練項目は、図上訓練、部隊進出・輸送訓練、部隊運用訓練及び後方支援活動訓練とし、訓練

項目ごとに検証すべき課題や目的、目標を設定するとともに、設定した課題等に対応する評価

項目を設定し、必要に応じて複数の評価者を設けるなど、十分な検証体制を構築すること。 

・事前の全体会議等の機会を捉えて、訓練主眼（目標や評価項目等）を説明するとともに、設定

した目標等を達成するため、また、訓練効果を最大限高めるため、参加都道府県及び消防本部

等に対し、事前の教育や訓練の実施を働きかけること。 

○ 訓練実施当日 

・訓練企画側及び検証員等により、設定した目標の達成度を評価するとともに、奏功事例や新た

な課題を抽出すること。 

・訓練当日又は終了後に訓練企画側から主眼（目標や評価項目等）を説明するとともに、訓練の

振り返りを実施すること。 

○ 訓練実施後 

・訓練終了後、４週間を目途に事後検証会を開催し、抽出された奏功事例、新たな課題や当該課

題に対する改善策について検討すること。 

・事後検証会後には、改善策等を踏まえた報告書を作成し消防庁へ報告すること。 

 

訓練参加（訓練参加側都道府県及び消防本部等） 

○ 訓練実施前 

・緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練は、大隊間及び関係機関等の組織間連携、緊急消防援助

隊における指揮体制、特殊車両や特殊資機材等の活用等、地域での災害対応における知識及び

技術に加え、大規模災害特有の活動能力が必要になることに鑑み、また、訓練効果を最大限高

めるため、事前の教育や訓練を実施した上で、訓練に参加すること。 

○ 訓練実施当日 

・訓練企画側が設定した目標等を十分に認識するとともに、事前教育及び訓練等で培った大規模

災害及び緊急消防援助隊特有の知識及び技術を生かした訓練を実施すること。 

○ 訓練実施後 

・訓練の結果に基づき、振り返り等を実施し、新たな課題や当該課題に対する改善策について検

討するとともに、事後検証会等の機会を捉え、全参加部隊及び関係機関にフィードバックを実

施すること。 

 

検証結果の活用 

○ 検証結果を踏まえて、緊急消防援助隊応援等実施計画、緊急消防援助隊に係る受援計画、地域

防災計画、都道府県消防相互応援協定や各都道府県等において個別に定めたマニュアル等につい

て必要な見直しを行うこと。 

 



別紙２ 
図上訓練及び部隊運用訓練等に係る留意事項 

 

共通事項 

・地域の実情に応じて、基本、シナリオ非開示型の訓練を実施すること。ただし、プレーヤーの熟

度が低い場合には、シナリオ非開示型の訓練を行っても課題が明確にならないことが多いため、

シナリオ開示型の訓練を実施し、効率的に訓練を行うこと。 

・広報を目的として、見学場所の設置や車両展示の実施等を考慮すること。 

・訓練の内容に応じ、安全管理員の配置や訓練会場のレイアウトを工夫する等、安全管理を徹底し

た訓練を企画、実施すること。  

・緊急消防援助隊基本計画、緊急消防援助隊アクションプラン等に基づき、他地域ブロックからの

指揮支援隊等の参加を考慮すること。 

・病院選定やＤＭＡＴの派遣に係る調整、都道府県又は市町村が協定を締結している民間団体（重

機派遣、燃料供給、物資調達等）に応援要請を実施するなど、消防機関に留まらず、実災害で連

携する全ての関係機関等との連携を念頭に置いた訓練を企画、実施すること。 

・夜間訓練や車両部署位置から離れた活動現場を想定した訓練を取り入れるほか、既存の建築物や

自然地形を活用するなど実践的な訓練を企画、実施すること。 

 

図上訓練 

・プレーヤーの熟度が低い場合には、シナリオ非開示型の訓練を行っても課題が明確にならないこ

とが多いため、部分開示型又はシナリオ開示型の訓練を実施し、効率的に訓練を行うこと。 

・緊急消防援助隊地域ブロック訓練検討員の助言を踏まえつつ、「緊急消防援助隊地域ブロック合

同訓練図上訓練企画・実施マニュアル」を参考に訓練を企画、実施すること。 

・受援体制の強化には、統括指揮支援隊が到着するまでの初動期における情報収集能力及び指揮能

力の向上が極めて重要である。このため、被災地消防本部からの要請を受け、調整本部が情報収

集を統括し、取りまとめるなど、調整本部が中心となって運営する体制を明確にした上で、災害

対策本部等についても、相応の規模・体制で実施することを考慮すること。また、調整本部、災

害対策本部及び指揮本部の構成員となる幹部については、訓練の実効性を確保する観点から、可

能な限り参加を基本とする。 

・指揮支援部隊長等が柔軟な部隊配置を検討することができるよう、図上訓練と部隊進出・輸送訓

練は連動させず、部隊の進出状況等については、あらかじめＤＪＳのキャプチャーを作成し、時

間経過とともに進出状況を変化させるなど、訓練進行に必要な措置を講じること。 

・図上訓練と部隊運用訓練を並行して実施する場合、ＤＪＳに図上実動の情報が混在し、混乱を来

すことから、掲示板を分けるなど、事前に対策を講じること。 

・付与される被害状況と保有消防力の比較・分析により、消防応援活動調整本部等において、県内

応援、緊急消防援助隊及び関係機関等の要請、必要な投入部隊規模や種別、活動場所等を判断で

きるよう、柔軟性のある訓練計画（シナリオ等）を作成すること。 

 

 

 

 



別紙２ 
部隊進出・輸送訓練 

・実災害時には応援都道府県大隊が道路状況、混雑状況等を考慮し、進出ルートを検討・決定する

ことから、訓練の実施計画又は細部要領に進出ルートを盛り込まずに作成すること。 

ただし、訓練統制上、各種会場への進入経路を示す必要がある場合は、この限りではない。 

・応援都道府県大隊等は、不慣れな地域等を走行することに鑑み、危険な場所の事前情報提供や状

況に応じた交通誘導員兼安全監視員の配置等、交通事故防止に配意した計画を作成すること。 

・受援計画等に基づき、地元消防団や地域団体等による進出拠点や宿営場所から被災地への先導、

被災地に係る情報提供等を実施するなど、地域防災力と連携した訓練を企画、実施すること。 

 

部隊運用訓練 

・指揮支援隊長及び都道府県大隊長は、付与される余震、気象情報等をもとに、活動を開始する前

に、活動の中止基準、避難時の周知方法、避難場所の指定等を実施するが、加えて、実際の訓練

環境も考慮し、実効性及び現実的な安全基準を設定し、安全管理の徹底を図ること。 

・関係機関との連携を図るため、現地合同調整所を設置して情報共有体制の構築を図るとともに、

指揮命令系統を明確にし、関係機関合同の会議を実施するなど、関係機関との連携強化に資する

訓練を実施すること。 

・災害対策本部、消防応援活動調整本部及び指揮支援本部等の指揮体制と実動部隊、また、航空指

揮本部、航空指揮支援本部（ヘリベース・フォワードベース）及び航空運用調整班等の航空指揮

体制と実動航空隊が連携した実践的な訓練を企画、実施する。 

なお、都道府県庁等を使用できない場合は、状況に応じて仮想都道府県庁等を設置し、訓練を実

施すること。 

 

後方支援活動訓練 

・各種感染症からの汚染・感染予防を趣旨とした、デコンタミネーションを強化した後方支援活動

訓練を実施すること。  

・民間団体と連携した燃料補給体制の構築を目的に、燃料補給訓練を企画、実施すること。 

※危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請・承認の実施が必要なことに留意すること。 

・食料の確保や、災害現場における仮設トイレの設置、水利供給、燃料供給、重機派遣、物資調達

等、都道府県又は市町村で協定を締結している民間団体と連携した訓練を企画、実施すること。 




